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伊佐市農業委員会第 12 回総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年２月 28 日（金）午前 9 時 00 分から 10 時 55 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （24 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 8 番推進委員

4 番委員 9 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

5 番委員 10 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

6 番委員 11 番委員 4 番推進委員 12 番推進委員

7 番委員 12 番委員 6 番推進委員 13 番推進委員

7 番推進委員 14 番推進委員

15 番推進委員

     

４．欠席委員  （3 人） 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  １２番委員    ２番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・ 

編入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第６号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長 

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

おはようございます。只今より、令和元年度 第１２回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

今月一杯ということで年金の推進ご苦労様でした。今事務局の方に聞いた

ところ、本年度４名の方が加入していただけるようです。伊佐市の場合は２

名の割り当てがあったわけですが、４名なので２００％の達成率になる予定

で、今から申し込みされて申請になります。 

それと今話題になっているコロナウイルスの関係ですが、昨日の６時頃だ

ったですが、安倍総理が学校をすべて臨時休校にするということで要請があ

りました。学校現場の方は相当大変になるかと思います。父兄の方々も共稼

ぎの家庭など大変ご苦労になるかと思います。 

本日議会の一般質問がありますが、終了後、コロナウイルスに対しての緊

急の対策会議が市長の要請で全課長招集があるようです。 

コロナウイルスはまだ鹿児島県には入ってきていませんが、隣の熊本県に

は入って来ていますので気を付けて農業委員会活動を行っていただければ

ありがたいと思います。 

本日は、３番農業委員が欠席で出席人数は１２名で規定に達しております

ので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１２番農業委員と２番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１「農地法第１８条第６項の規定

による通知」をお願いいたします。 

 

資料は１ページをご覧下さい。 

報告１「農地法第１８条第６項の規定による通知」につきまして、資料の

１ページから６ページになります。 

農地法による解約が１件、田１筆です。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が２０件、田４９８

筆、畑３筆です。以上報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し、委員番号をお願いいた
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議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

 なしということですので、報告２「農地の利用目的変更」についてお願い

いたします。 

 

７ページをお開き下さい。 

報告２「農地の利用目的変更」につきまして、去る２月２０日に事務局で

現地調査を行いましたので報告いたします。 

申請者は、伊佐市菱刈南浦に居住されています ＨＨさんで年齢は７９歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字寺山３３６６番１、地目は畑、地積は２１４

７㎡の内２００㎡を利用し水利確保のためボーリングするもので、農地法施

行規則第２９条第１項第１号農地の転用の制限の例外に基づく、農業用施設

２ａ未満で届出に該当します。 

なお、土地改良区からの意見書も添付されていることを申し添えます。 

以上で報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し、委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定の

うち、所有権移転について説明いたします。 

８ページをご覧ください。 

番号１の譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＭＴさんです。 

譲受人は、伊佐市菱刈南浦に事務所を置く、農地所有適格法人である 株

式会社 Ｆ 代表取締役 ＫＫさんで認定農業者です。 

経営面積は田２４９，１００㎡、畑１０，０３８㎡、合計２５９，１３８
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議 長 

 

 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

㎡を耕作されています。 

土地の所在地は、伊佐市菱刈南浦字七代２４９０番１で、地目は田、地積

は５１８㎡で、本城小学校から南西へ約１．５ｋｍに位置し、圃場整備され

た田です。 

続きまして番号２の譲渡人は、鹿児島市吉野町に居住されている ＹＳさ

んです。 

譲受人は、伊佐市大口宮人に居住されている 認定農業者の ＭＤさん４

７歳です。 

水稲、かぼちゃを作付けされており、経営面積は田１０５，７４９㎡、畑

３，９３１㎡、合計１０９，６８０㎡を耕作されています。 

土地の所在地は、伊佐市大口宮人字下田８７番外１筆で、地目は田、地積

は２筆合計２，２８２㎡で、曽木の滝公園から西へ約７００ｍと１．３ｋｍ

に位置し、良く管理された田です。 

続きまして番号３の譲渡人は、伊佐市菱刈市山に居住されている ＳＴさ

んです。 

譲受人は、伊佐市菱刈川北に事務所を置く農地所有適格法人である 株式

会社 Ｋ 代表取締役 ＫＧさんで認定農業者です。 

受け人は水稲作と繁殖牛５０頭飼養されており、経営面積は田１８３，９

１５㎡、畑２０，７９４㎡、合計２０４，７０９㎡を耕作されています。 

土地の所在地は、伊佐市菱刈川北字池之上３９１９番１で、地目は田、地

積は２，４６９㎡で、菱刈中学校から西へ約３００ｍに位置し、良く管理さ

れた田です。 

 続きまして、貸借について説明いたします。 

１８ページをご覧ください。 

期間は１年から１０年で、面積は田１７５,１３０㎡、畑８，９８２㎡の

計１８４,１１２㎡です。利用権を設定する者の数６０名、利用権の設定を

受ける者の数３４名です。 

土地の詳細につきましては、９ページ番号１から１７ページ番号６０のと

おりです。以上説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。 

 皆さんご意見、質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

 番号７番は２年前に３条申請して、８番は４年位前に３条申請したんです

けど、３条申請をして時間がたったら利用権設定ができるんですかね。 
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事 務 局 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号７、８番について過去に３条申請があったということですが、その事

実を事務局で把握していませんので、確認して報告したいと思います。 

 

 確認の上報告とのことですので、よろしいでしょうか。 

 外にございませんか。 

 

 経営基盤強化の方で、番号２番ですが、面積に対しての対価がとても安い

ように思うんですが、渡し人がただに近い条件でもいいから売りたかったの

か教えていただけないでしょうか。 

 

 この方については、３条申請も出てくるんですが父親から令和元年１２月

に相続を受けている方で、鹿児島市に居住されて今後地元に帰る予定がない

ことから、相続された財産全てを農地に関わらず処分したいということで、

ただでいいから引き取ってくれないか地域に相談されたようで、こういう金

額になったようです。 

 

 はい、わかりました。 

 

 

 外にございませんか。 

今、事務局の方で番号７、８番については調べていますのでしばらくお待ち

下さい。 

 

 事務局の調べが遅れていますので、休憩に入らさせていただきます。 

 

 休憩前に引き続き総会を再開します。 

 

 ご説明いたします。 

 まず番号８番についてですが３条申請は出ていませんので、問題はないか

と思います。 

 ７番については、ＧＳさんが平成３０年１１月に３条申請を出されていま

す。当時の３条申請の ＭＳさんの申請理由が代物弁済で、また、当時裁判

を並走中で、この２筆は元々２名の共有名義で相手方の共有者が成年後見人

を付けた方で、その成年後見人が管理できないということで、３条申請によ

りＭさんが管理することになった経緯があります。 

 今回、Ｍさんの方から Ｏさんに貸付を設定することは問題はないと思わ

れます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局の説明が終わりました。 

 外にございませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について提

案いたします。 

整理番号１番から１８番まで一括で報告をお願いします。 

ご意見、ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番、２番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１番、２番につきまして、去る２月２５日に現地調査を行いましたの

で、私７番が報告いたします。 

なお、譲受人が同一ですので一括で報告します。 

申請人 ＨＹさんは、伊佐市菱刈花北に居住され、年齢は６１歳です。 

１番の渡し人 ＮＴさんは、伊佐市大口篠原に居住され、年齢は７６歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字樋渡３９３番で、地目は田、地積は６５５㎡

で所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、１９，８６４㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

３番の渡し人 ＨＥさんは、鹿児島市大明丘に居住され、年齢は６７歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字樋渡３９７番で、地目は田、地積は２，６４

４㎡で所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、１９，８６４㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号３番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号３番につきまして、去る２月２１日現地調査を行いましたので、私１

１番が報告いたします。 

申請人 ＨＨさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は６３歳です。 

渡し人 ＳＴさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は５０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字立添２８０９番１で、地目は畑、地積は３６

１㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、１４，２３４㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は４名で、通作距離は約２０ｋｍで、現況は不耕作地です。経営意欲はあ

り農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいしまして、私の報告を終わり

ます。 

  

整理番号４番について、２番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号４番につきまして、去る２月２５日に現地調査を行いましたので、私

２番が報告いたします。 

 申請人 ＫＴさんは、伊佐市大口目丸に居住され、年齢は８０歳です。 
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議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡し人 ＫＨさんは、霧島市国分広瀬に居住され、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字大牟田１０８１番５で、地目は田、地積は７

８１㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１０，６８７㎡で取得可能面積です。農業従事者は２名

で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあ

り、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号５番、６番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号５番、６番につきまして、去る２月２１日に現地調査を行いましたの

で、私４番が報告いたします。 

なお、譲受人が同一ですので一括で報告します。 

申請人 ＨＡさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢は７８歳です。 

５番の渡し人 ＧＨさんは、伊佐市大口大島に居住され、年齢は６０歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口田代字西ノ口１９６番３で、地目は畑、地積は５８

１㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２４，５２８㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

６番の渡し人 ＫＳさんは、伊佐市大口上町に居住され、年齢は５７歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口田代字西ノ口１９６番１で、地目は畑、地積は１，

５０９㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２４，５２８㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号７番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号７番について、去る２月１３日に現地調査を行いましたので、事務局

が報告をいたします。 

申請人 ＨＴさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は６４歳です。 

渡し人 有限会社 Ｇは、曽於郡大崎町持留に所在する法人になります。 

申請地は、伊佐市大口下殿字岩瀬戸４０７番３５他３筆で、地目は田、地

積は合計１，１９８㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は９，４５２㎡で取得可能面積であります。農業従事者は

１名で、通作距離は約４ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、事務局の報告を

終わります。 

 

整理番号８番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号８番について、去る２月２０日に現地調査を行いましたので、私４番

が報告いたします。 

申請人 ＭＳさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＩＫさんは、神奈川県愛甲郡愛川町に居住され、年齢は７２歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口針持字野下１１９番２で、地目は田、地積は８４１

㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は３５，５７５㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１．５ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 
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議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号９番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号９番について、去る２月２６日に現地調査を行いましたので、私８番

が報告いたします。 

申請人 ＫＴさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は５８歳です。 

渡し人 ＫＨさんは、薩摩川内市神田町に居住され、年齢は５８歳です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字中畑９９５番６で、地目は畑、地積は２１

４㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は８，７０６㎡で取得可能面積であります。農業従事者は

２名で、自宅隣で、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり、農

機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１０番、１１番、１２番について、９番農業委員の報告を求めま

す。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１０番、１１番について、去る２月２５日に現地調査を行いましたの

で、私９番が報告いたします。なお、１０番と１１番は申請者が同一ですの

で一括で報告したします。 

申請人 ＡＹさんは、伊佐市菱刈田中に居住され、年齢は６９歳です。 

１０番の渡し人 ＡＹさんは、伊佐市菱刈田中に居住され、年齢は６５歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字宮之後１１３番で、地目は田、地積は５０６

㎡で、所有権移転売買です。 

１１番の渡し人 ＨＲさんは、伊佐市菱刈田中に居住され、年齢は８１歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字宮之後１１４番地で、地目は田、地積は６５

９㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は３０，４７８㎡で取得可能面積であります。農業従事者



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は３名で、通作距離は１．５ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

続きまして、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決

定のうち、整理番号１２番について、去る２月２５日に現地調査を行いまし

たので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＡＡさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は６８歳です。 

渡し人 ＨＭさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字井之上１２３７番で、地目は田、地積は９６

５㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は８，６６０㎡で取得可能面積であります。農業従事者は

２名で、通作距離は５．０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１３番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１３番について、去る２月２５日に現地調査を行いましたので、私１

０番が報告いたします。 

申請人 ＮＫさんは、伊佐市大口篠原に居住され、年齢は７５歳です。 

渡し人 ＳＺさんは、霧島市国分清水に居住され、年齢は７９歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字湾洲１３２番１で、地目は田、地積は６４

１㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１０７，４４６㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は０．３ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 
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議 長 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１４番、１５番、１６番について、６番農業委員の報告を求めま

す。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１４番、１５番、１６番について、去る２月２５日に現地調査を行い

ましたので、私６番が報告いたします。なお、１４番、１５番、１６番の渡

し人が同一ですので一括で報告いたします。 

渡し人 ＹＳさんは、鹿児島市吉野町に居住され、年齢は５４歳です。 

１４番の申請人 ＨＫさんは、伊佐市大口堂崎に居住され、年齢は６０歳

です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字東３７４番２で、地目は畑、地積は１，６０

８㎡と宮人字前村２５２番で、地目は田、地積は６０１㎡の所有権移転売買

です。 

受人の経営面積は１５，１１０㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は３名で、通作距離は約４．０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

１５番の申請人 ＢＴさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は７３歳

です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字東３５３番２外１筆で、地目は田、地積は合

計２，０１３㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１５，３７２㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約０．３ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

１６番の申請人 ＨＳさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は８３歳

です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字新開１０５１番２で、地目は田、地積は５２

１㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は２３，３７２㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経
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議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１７番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１７番について、去る２月２４日に現地調査を行いましたので、私５

番が報告いたします。 

申請人 ＭＭさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＫＹさんは、千葉県浦安市入船に居住され、年齢は７０歳です。

外１名は千葉在住の ＹＥさん６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字提燈水流８６５番１で、地目は田、地積は４８

６㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は２１，４９０㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は０．３ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１８番について、この案件は２番推進委員が譲受人になっており

ますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議案に参与

できませんので審議開始から終了まで退席をお願いします。 

審議終了後に入室をお願いします。 

 

（「２番推進委員」退席） 

 

１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１８番について、去る２月２５日に現地調査を行いましたので、私１

２番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

２ 番 

推 進 委 員 

 

議 長 

申請人 ＫＹさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は７８歳です。 

渡し人 ＳＹさんは、千葉県南房総市富浦町に居住され、年齢は６４歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字大丸９５１番で、地目は田、地積は８１７㎡

で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は今回の申請分を合わせ３，４７３㎡で取得可能面積であ

ります。農業従事者は２名で、通作距離は０．３ｋｍで、現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から整理番号１８番について、許可することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から整理番号１８番については許可が決定いたしま

した。 

 

ここで、２番推進委員の入室をお願いします。 

 

（「２番推進委員」入室） 

 

２番推進委員、許可が決定いたしました。 

 

ありがとうございました。 

 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につい
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議 長 

 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

て、申請件数１８件について、１８件の許可が処分決定しました。 

  

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）」

申出の意見決定について、整理番号１番について１１番農業委員の報告を求

めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決定

について、整理番号１番について、去る２月２５日、申請人の代理人 Ｔ立

会いのもと、１番推進委員、１４番推進委員、私１１番農業委員の３名で共

同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＴＴさんで、年齢は６８歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字柴江１２９５番１、地目は畑、地積は７９７

㎡です。 

 所在地は、南九州変電所から西へ約４００ｍに位置し、西側は山林、北側

は太陽光発電施設、東側も太陽光発電施設、南側も太陽光発電施設で、周囲

に与える影響はないものと思われます。 

 除外目的は、太陽光発電施設で利用とのことです。 

 添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係る意

見書、委任状等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

よって整理番号１番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番、３番については関連がありますので一括で報告をお願いし

ます。９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出の

意見決定について、整理番号２番、３番について、去る２月２５日、用途区

分変更目的である農業用施設を設置する 株式会社 Ｆ 代表取締役 Ｋ

Ｋさん立会いのもと、２番推進委員、４番推進委員、私９番農業委員の３名

で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

２番の申請人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＨＨさんで、年齢は

７９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字寺山３３６６番１外１筆で、地目は畑、地積

は合計２，２７２㎡です。 

３番の申請人は、沖縄県那覇市おもろまちに居住されている ＮＨさん

で、年齢は６０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字寺山３３６７番２で、地目は畑、地積は１，

３９８㎡です。 

用途区分変更の目的は、両申請とも農業用施設設置です。 

所在地は、本城小学校から南南西へ約８００ｍに位置し、南側はこがねロ

ード、東側は農道を挟んで畑、北側は畑、西側は山林で、施設設置により唯

一影響が考えられる北側の所有者とは、建物の位置等の話し合いで了解を得

られているとのことです。 

現況はよく管理された農地で経営規模拡大により、乾燥、調整施設が狭く

なったため、申請地に乾燥、調整施設を設置したいとのことです。 

施設の規模は建築面積６１２㎡、床面積５０９㎡の平屋建てで乾燥機７基

を設置する計画です。なお、３３６６番１については、本日報告２において

ボーリングの申請が出されています。 

 添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係る意

見書、委任状等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番、３番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番、３番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番、５番については関連がありますので一括で報告をお願いし

ます。４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出の

意見決定について、整理番号４番、５番について、去る２月２５日、申請人

の代理人 Ｏ行政書士立会いのもと、１２番農業委員、１０番推進委員、私

４番農業委員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

４番の申請人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＫＭさんで、年齢は

７７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字前田１８５４番１で、地目は田、地積は５８

４㎡です。 

５番の申請人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＳＴさんで、年齢は

５９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字前田１８５１番で、地目は田、地積は９８６

㎡です。 

用途区分変更の目的は、４番が用途区分変更を行っていなかったため、追

認で、５番は経営規模拡大により資材置場が不足したため、申請地を資材置

場にしたいとのことです。 

所在地は、本城小学校から北西へ約１ｋｍに位置し、南側は田、東側は農

道を挟んで田、北側は宅地、西側は宅地で、周囲の農地用水路及び排水路に

ついては、確保されており家庭用排水についても現状を悪化させるとは考え

にくく、計画に問題はないものと思われます。 

 添付書類として、全部事項証明書、位置図、農地利用計画の変更に係る意

見書、委任状等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番、５番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番、５番は、意見並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）」

申出の意見決定について、申請件数５件について、５件の意見が決定しまし

た。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、整理番号１番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る２月２５日、申請人の Ｍさん立会

いのもと、１２番農業委員、１５番推進委員、私６番農業委員の３名で共同

調査をしましたので、６番が報告いたします。 

申請人 ＭＯさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は６８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字大迫３１８０番１、地目は田、地積は１，８

４８㎡です。現況は山林となっております。 

農地区分は第２種農地その他の農地で、転用目的は植林で、スギを３０年

くらい前に植栽したと、始末書が添付されています。 

所在地は、総合警備保障から東約１．９ｋｍに位置し、東側は山林、西側

は田、南側は山林、北側は林道であり、周囲に与える影響はないものと思わ

れます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書、始末書等が添付

されております。 



 19 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号２番について、去る２月２５日、申請人の Ｈさん立会

いのもと、１番農業委員、１４番推進委員、私６番農業委員の３名で共同調

査をしましたので、１１番が報告いたします。 

申請人 ＨＨさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字立添２８００番２外１筆で、地目は田、地積

は合計３３７㎡です。 

農地区分は第２種農地その他の農地で、転用目的は農業用倉庫となってお

ります。 

所在地は、築地信号から東約２００ｍに位置し、南側は堤防、北側は道路、

東側は雑種地、西側は田であり、周囲に与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書、始末書等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、この議案は１３番農業委員が申請人となっていま

すので、農業委員等に関する法律第３１の規定により議事に参与できません

ので、審議開始から退席し、審議終了後に入室、着席します。 

議長を農業委員会会長代理の１２番農業委員と交代いたします。 

  

（「１３番農業委員」退席） 

 

それでは議長に代わり、農業委員会会長代理の１２番農業委員が議案の審

議を進めさせていただきます。 

整理番号３番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号３番について、去る２月２５日、申請人の ＩＭさん立

会いのもと、３番推進委員、１３番推進委員、私２番農業委員の３名で共同

調査をしましたので、２番が報告いたします。 

申請人 ＩＭさんは、伊佐市大口原田に居住され、年齢は６５歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字宮脇４３４番１で、地目は畑、地積は３８９

㎡です。 

農地区分は第２種農地その他の農地で、転用目的は農機具倉庫となってお

ります。 

所在地は、大口温泉病院から南へ約７００ｍに位置し、南側は道路、東側

は畑、北側は宅地、西側は宅地であり、周囲に与える影響はないものと思わ

れます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、被害防除計画書、被害防除
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１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

ここで、１３番農業委員の入室をお願いします。 

 

（「１３番農業委員」入室） 

 

１３番農業委員、許可が決定いたしました。 

 

 

ありがとうございます。 

 

 

ここで、議長を交代いたします。 

 

 

整理番号４番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号４番について、去る２月２５日、申請人の ＫＹさん立

会いのもと、１２番推進委員、１５番推進委員、私６番農業委員の３名で共

同調査をしましたので、６番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

申請人 ＫＹさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は５８歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字瀬ノ上１７４４番で、地目は田、地積は３，

９６３㎡です。 

農地区分は第２種農地その他の農地で、転用目的は資材置場となっており

ます。 

平成２５年３月頃より、河川工事の捨土を貰い受け盛土し畑として利用し

ていたが、作物が育たずその後資材置場にしたという旨の始末書が添付して

あります。 

所在地は、本田運送から東へ約２５０ｍに位置し、東側は山林、西側も山

林、南側も山林、北側は県道であり、周囲に与える影響はないものと思われ

ます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書、始末書等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号５番について、去る２月２５日、申請人の代理人 Ｏ行

政書士立会いのもと、４番農業委員、１０番推進委員、私１２番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

申請人 ＫＭさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は７７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字前田１８５４番１で、地目は田、地積は５８

４㎡です。 

農地区分は農用地区域内農地で、転用目的は畜舎建設となっております。 

所在地は、本城小学校から北西へ約１．５ｋｍに位置し、南側は田、東側

は道路、北側は宅地、西側は道路であり、周囲に与える影響はないものと思

われます。 

昭和５５年頃畜舎を建設したということで始末書が添付してあります。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書、始末書、委任状

等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て申請件数５件について、５件が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、整理番号１番、２番について、一体事業のため一括で報告をお願いしま

す。事務局の報告を求めます。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号１番、２番について、去る２月２５日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、３番農業委員、８番農業委員、５番推進委員、事

務局の４名で共同調査をしましたので、事務局が報告いたします。 

譲受人は番号１番、２番共に、大阪市中央区道修町に所在する 株式会社

Ｅ 一般法人です。 

１番の譲渡人は、伊佐市菱刈前目に居住されている ＭＨさんで、年齢は

７７歳です。 

２番の譲渡人は、伊佐市菱刈花北に居住されている ＳＫさんで、年齢は

６３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈花北字水天元５６８番２１外１筆で、地目は畑、地

積は合計２，１７４㎡であります。 

所在地は、重留花公園から西へ約５００ｍに位置しております。 

本申請は所有権移転売買で、農地区分は１０ｈａ未満の集団性の無いこと

から第２種農地その他の農地と判断されます。 

転用目的は、太陽光発電施設及び転回スペースで、パネル設置枚数３２４

枚、設置容量１０５．３ｋｗを予定してあります。 

周囲は、北側、西側は畑、南側が山林、東側は市道であり、隣接農地に関

しましては、干渉地を設け防護柵を設置するとのことです。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書、会

社定款、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については４名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませ

んか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

よって整理番号１番、２番は処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号３番について、去る２月２５日、申請人の代理人 Ｍ行

政書士立会いのもと、３番農業委員、５番推進委員、私３番農業委員の３名

で共同調査をしましたので、３番が報告いたします。 

譲受人は、大阪市中央区道修町に所在する 株式会社Ｅ 代表取締役 Ｋ

Ｋさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口大田に居住されている ＫＴさんで、年齢は８６歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は太陽光発電施設となっております。 

申請地は、伊佐市大口大田字郡山１７４８番１で、地目は田、地積は１，

０１０㎡であります。 

所在地は、郡山八幡神社から南へ約３００ｍに位置しており、南側は土地

改良区の水路を挟み宅地、東側、北側は宅地、西側は田で、周囲に与える影

響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数１７６枚、設置容量５７．２ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、会社の定款、事業計画書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関す

る誓約書、会社の定款、委任状等が添付されております。 

なお、現地調査の時点で大口中央地区の土地改良区の水路があることが分

かり、水利費、賦課金との関係があるので、土地改良区からの意見書も付け

るよう伝えてあります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま
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議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

す。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は処分決定いたしました。 

 

整理番号４番ついて、事務局の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号４番について、去る２月２５日、申請人の代理人 Ｍ行

政書士立会いのもと、３番農業委員、８番農業委員、５番推進委員、事務局

の４名で共同調査をしましたので、事務局が報告いたします。 

譲受人は、福岡県福岡市博多区博多駅東に所在する 株式会社 Ｓ 一般

法人です。 

譲渡人は、姶良市東餅田に居住されている ＫＫさんで、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字池之原１２８０番５で、地目は畑、地積は４

４４㎡であります。 

所在地は、田中ふるさと館から北へ約２００ｍに位置しております。 

本申請は所有権移転売買で、農地区分は１０ｈａ未満の集団性の低い第２

種農地その他の農地と判断されます。 

転用目的は、太陽光発電施設で、パネル設置枚数２５２枚、設置容量９３．

２ｋｗを予定してあります。なお、東側隣接宅地５４７．８３㎡も同時に利

用し事業総面積は９９１．８３㎡として妥当かと思われます。 

周囲は四方を宅地に囲まれており、周囲に与える影響はないものと思われ

ます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、会社の定款、汚排水処理確約書、転用に関す

る誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については４名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませ

んか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番ついて、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号５番について、去る２月２５日、申請人の代理人 Ｍ行

政書士立会いのもと、３番農業委員、５番推進委員、私８番農業委員の３名

で共同調査をしましたので、８番が報告いたします。 

譲受人は、福岡市博多区博多駅東に所在する 株式会社Ｓ 代表取締役 

ＭＨさんで、一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口山野に居住されている ＨＫさんで、年齢は８３歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は太陽光発電施設となっております。 

申請地は、伊佐市大口山野字久保２４１４番２で、地目は畑、地積は１，

４７０㎡であります。 

所在地は、尾之上公民館から北へ約２００ｍに位置しており、北側は宅地、

南側は畑、東側は道路、西側は山林であり、周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数２５２枚、設置容量９３．２ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、会社の定款、事業計画書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関す

る誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

1 1 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号６番について、去る２月２５日、Ｔ行政書士立会いのも

と、１番推進委員、１４番推進委員、私１１番農業委員の３名で共同調査を

しましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈川南に所在する 有限会社 Ａ工務店 代表取締役 

ＡＹさんです。   

譲渡人は、伊佐市菱刈川南に居住されている ＭＭさんで、年齢は８１歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は資材置場となっております。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字荒瀬６３９番１で、地目は田、地積は２６２

㎡であります。 

所在地は、鮫島建設から東へ約８００ｍに位置しており、南側は宅地、東

側は山林、北側は水路、西側は道路であり、周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、会

社の定款、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号７番について、去る２月２５日、Ｔ行政書士立会いのも

と、６番推進委員、７番推進委員、私５番農業委員の３名で共同調査をしま

したので、５番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口小木原に居住されている ＨＳさんで、年齢は６１

歳です。   

譲渡人は、伊佐市大口小木原に居住されている ＯＴさんで、年齢は７７

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は資材置場となっております。 

申請地は、伊佐市大口小木原字永山７２９番２で、地目は畑、地積は７２

１㎡であります。 

所在地は、旧山野駅から北東へ約４００ｍに位置しており、東側は道路、

西側は宅地、南側は道路、北側は宅地であり、周囲に与える影響はないと思

われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号８番ついて、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号８番について、去る２月２５日、申請人の代理人 Ｔ行

政書士立会いのもと、８番推進委員、１１番推進委員、私１０番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口里に居住されている ＴＫさんで、年齢は４１歳で

す。   

譲渡人は、霧島市国分向花町に居住されている ＩＹさんで、年齢は７２

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第３種農地で、転用目的は一般

住宅となっております。 

申請地は、伊佐市大口里字羽祢田島２５５５番５で、地目は田、地積は３

２９㎡であります。 

所在地は、大口高校から西へ約５００ｍに位置しており、南側は宅地、東

側も宅地、北側は田、西側は宅地であり、周囲に与える影響はないと思われ

ます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は処分決定いたしました。 

 

整理番号９番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号９番について、去る２月２５日、Ｍ行政書士立会いのも

と、４番農業委員、５番推進委員、私８番農業委員の３名で共同調査をしま

したので、８番が報告いたします。 

譲受人は、東京都港区赤坂七丁目に所在する ＡＶビル６F 株式会社 

ＢＩ代表取締役 ＹＫさんで、一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口目丸に居住されている ＮＫさんで、年齢は７９歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第３種農地で、転用目的は太陽

光発電施設及び転回スペースとなっております。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字中水流１１５２番で、地目は田、地積は２，

０１３㎡であります。 

所在地は、ニシムタから北東へ約５００ｍに位置しており、東側は畑、西

側は宅地、南側は道路、北側は雑種地であり、周囲に与える影響はないと思

われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数２４０枚、設置容量９６．０ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、会

社の定款、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号１０番について、去る２月２５日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、１２番農業委員、１５番推進委員、私６番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県糟屋郡須恵町に居住されている ＹＫさんで、市外住民

です。 

譲渡人は、伊佐市大口堂崎に居住されている ＴＭさんで、年齢は５５歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で転用

目的は太陽光発電施設となっております。 

申請地は、伊佐市大口田代字桑水流３８７番５外１筆で、地目は畑、地積

は合計１，９９３㎡であります。 

所在地は、辺母木三叉路より北へ約３００ｍに位置しており、東側は山林、

西側は市道、南側は山林、北側も山林であり、周囲に与える影響はないと思

われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数３０４枚、設置容量４９．５ｋｗ

を予定してあります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１１番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

てのうち、整理番号１１番について、去る２月２５日、申請人の代理人 Ｏ

行政書士立会いのもと、４番農業委員、１０番推進委員、私１２番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＫＭさんで、年齢は７７歳

です。   

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＳＴさんで、年齢は５９歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字前田１８５１番で、地目は田、地積は９８６

㎡であります。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は農用地区域内農地で、転用目的

は農業用資材置場となっております。 

所在地は、本城小学校から北西へ約１．５ｋｍに位置しており、南側は道

路、東側は倉庫、北側は宅地、西側は田であり、周囲に与える影響はないと

思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 
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議 長 

  

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

 

議 長 

  

 

 

 

議 長 

  

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、申請件数１１件について、１１件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番につきまして

去る２月２５日、申請人の ＤＲさん所有の隣接地にお住いの ＹＮさん立

合いのもと、２番推進委員、４番推進委員、私９番農業委員の３名で共同調

査をしましたので、９番が報告いたします。 

申請人 ＤＲさんは、伊佐市菱刈南浦に居住されています。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字楠原１８７５番１で、地目は田、地積は１１

１㎡です。当日立会っていただいた ＹＮさんの宅地の一部になっておりま

す。 

本城小学校より南へ約１ｋｍに位置し、当該農地は、Ｙさんが子どもの頃

から今の状況にあり、４０年以上経過しているのではとのことです。実際、

桜の古木などがあり、長年庭として利用していたことが伺えられます。 

当該農地が、長年 ＤＲさん名義で税金等が納められていたことについて

は、最近、近隣で行われている道路の改良工事際、分かったとのことで、Ｙ

さんの名義に変更しようにも、農地のままではできないことにより非農地証

明願いを出されたとのことでした。 
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議 長 

  

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

 

議 長 

  

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されてい

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を終

わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号２番につきまして

去る２月２５日、申請人の代理人 Ｏ土地開発 ＯＭさん立合いのもと、６

番推進委員、７番推進委員、私５番農業委員の３名で共同調査をしましたの

で、５番が報告いたします。 

申請人 ＨＡさんは、大阪市城東区中浜に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字上松２４０８番外１筆で、地目は畑、地積は

合計１，２５４㎡です。 

園田自治会館より南へ約３００ｍに位置しています。 

周囲の状況は、東側が道路、西側が田、南側が田と宅地、北側が畑となっ

ております。 

非農地となった時期は、平成３年月日不詳で、原因は、先代が農地法を知

らずに居宅及び倉庫を建築したことによるもので、現況は、一部こざ園はあ

りますが全て宅地となっております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 
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議 長 

  

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

 

議 長 

  

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されてい

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を終

わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号３番につきまして

去る２月２５日、申請人の ＨＳさん立合いのもと、３番推進委員、１３番

推進委員、私２番農業委員の３名で共同調査をしましたので、２番が報告い

たします。 

申請人 ＨＳさんは、伊佐市大口元町に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口青木字西原３０２２番６で、地目は畑、地積は１５

６㎡です。 

周囲の状況は、道路と駐車場に隣接しており、非農地となった時期及び理

由として、平成３年７月１日付けで、農地法を知らず社会福祉法人 Ｈと、

土地賃貸借契約を締結し現在に至ったいるとのことでした。 

申請地の位置は、大口温泉病院から南へ約５ｍで、東側は宅地、西側は畑、

南側は雑種地、北側は道路であります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されてい

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を終
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議 長 

  

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

 

議 長 

  

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号４番につきまして

去る２月２５日、申請人の代理人 土地家屋調査士の ＫＡさん立合いのも

と、８番推進委員、１１番推進委員、私１０番農業委員の３名で共同調査を

しましたので、１０番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市大口大田に居住されていました ＡＹさんの次女の Ｋ

Ｙさんが代理申請されています。 

申請地は、伊佐市大口大田字横手町４８番３で、地目は田、地積は５９㎡

です。 

周囲の状況は、住宅とその敷地になっており、非農地となった時期及び理

由として、昭和５４年月日不詳に未登記で住宅を建て現在に至っています。  

申請地の位置は、大口病院から東へ約１５０ｍで、北側は駐車場、西側、

南側、北側は宅地であります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されてい

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を終

わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご
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議 長 
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議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号５番、６番について、この案件は７番農業委員が申請人となって

いますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議事に参

与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 

 

（「７番農業委員」退席。） 

 

整理番号５番、６番について、一括で報告をお願いします。 

２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号５番、６番につき

まして去る２月２５日、申請人の ＴＡさん立合いのもと、３番推進委員、

１３番推進委員、私２番農業委員の３名で共同調査をしましたので、２番が

報告いたします。 

申請人 ＴＡさんは、伊佐市菱刈市山に居住されています。なお、５番に

ついては、ＴＫさんですがお父さんになります。 

申請地は、５番が伊佐市菱刈市山字比神田７６４番１で、地目は田、地積

は５８４㎡、６番が伊佐市菱刈市山字比神田７６５番で、地目は田、地積は

５５１㎡で隣接しています。 

周囲の状況は、道路と宅地と田と畑に隣接しており、非農地となった時期

及び理由として、５番は昭和５７年月日不詳に、農業用資材置場と倉庫、６

番は昭和５５年月日不詳に、住宅を建築したのもで、Ｓ自治会長の証明書が

添付してあります。農地法を知らずに今に至ったとのことでした。 

申請地の位置は、下市山公民館から東へ約５０ｍで、東側は宅地、西側も

宅地、南側は田、北側は道路であります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性は
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議 長 

  

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

７ 番 

農 業 委 員 

 

議 長 

  

 

議 長 

  

事 務 局 

 

 

 

 

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図、自治会長の証明

書等が提出されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を終

わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番、６番について、非農地として証明することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番、６番は、非農地証明が決定いたしました。 

ここで、７番農業委員の入室をお願いします。 

 

（「７番農業委員」入室） 

 

７番農業委員、許可が決定いたしました。 

 

ありがとうございました。 

 

 

議案第６号「非農地証明願」６件申請のうち、６件の許可が決定いたしま

した。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の５２ページをお開きください。２月の月例報告をします。 

５日、２月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２５日、現地調査を一斉にしております。２８日、本日ですが第１２回農

業委員会の総会です。 

３月の行事予定ですが、５日に３月の定例常設審議委員会が鹿児島市であ
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長    会   長    

 

伊佐市農業委員    １２  番     

 

伊佐市農業委員    ２   番    

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

  

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

２３日が現地調査です。２７日が第１３回の農業委員会総会を行う予定で

す。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

以上で、令和元年度 第１２回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

 

【終了時間  午前１０時５５分】 

 

  


